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附
属
書
Ⅱ
の
日
本
国
の
表

注
釈

１

留
保
事
項
の
解
釈
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
留
保
事
項
に
関
す
る
全
て
の
事
項
を
考
慮
す
る
。
「
概
要
」
が
他
の
全
て
の
事

項
に
優
先
す
る
。

２

こ
の
附
属
書
の
規
定
の
適
用
上
、
「
Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
」
と
は
、
総
務
省
が
作
成
し
、
二
千
十
三
年
十
月
に
改
定
し
た
日
本
標
準

産
業
分
類
の
番
号
を
い
う
。

一

分
野

全
て
の
分
野

小
分
野

産
業
分
類

関
連
す
る
義

内
国
民
待
遇
（
第
九
・
四
条
）

務

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
九
・
十
一
条
）

概
要

投
資

１

日
本
国
は
、
公
的
企
業
又
は
政
府
機
関
の
持
分
又
は
資
産
を
移
転
し
、
又
は
処
分
す
る
場
合
に
は
、
次
の
こ
と

を
行
う
権
利
を
留
保
す
る
。
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他
の
締
約
国
の
投
資
家
又
は
そ
の
投
資
財
産
が
そ
の
よ
う
な
持
分
又
は
資
産
を
所
有
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、

(a)
又
は
制
限
す
る
こ
と
。

他
の
締
約
国
の
投
資
家
又
は
そ
の
投
資
財
産
が
そ
の
よ
う
な
持
分
又
は
資
産
の
所
有
者
と
し
て
後
継
企
業
を

(b)
支
配
す
る
能
力
を
制
限
す
る
こ
と
。

後
継
企
業
の
取
締
役
、
理
事
又
は
役
員
の
国
籍
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
こ
と
。

(c)
２

１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
国
の
中
央
政
府
は
、
１
に
規
定
す
る
持
分
又
は
資
産
の
日
本
国
の
中
央
政
府

か
ら
投
資
家
へ
の
最
初
の
移
転
の
後
に
、
新
た
な
法
令
に
よ
り
、
１
に
規
定
す
る
禁
止
、
制
限
又
は
措
置
を
採
用

し
な
い
。
日
本
国
の
中
央
政
府
は
、
最
初
の
移
転
の
際
に
採
用
し
、
又
は
維
持
し
た
禁
止
、
制
限
又
は
措
置
を
維

持
で
き
る
。

現
行
の
措
置

二

分
野

全
て
の
分
野

小
分
野

産
業
分
類

関
連
す
る
義

内
国
民
待
遇
（
第
九
・
四
条
及
び
第
十
・
三
条
）

務

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
九
・
十
一
条
）

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
十
・
五
条
）

現
地
に
お
け
る
拠
点
（
第
十
・
六
条
）

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
及
び
投
資

日
本
国
は
、
日
本
国
内
に
お
け
る
電
信
サ
ー
ビ
ス
、
公
営
競
技
等
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
、
た
ば
こ
の
製
造
、
日
本
銀
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行
券
の
製
造
、
貨
幣
の
製
造
及
び
販
売
並
び
に
郵
便
サ
ー
ビ
ス
へ
の
投
資
又
は
こ
れ
ら
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に

関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
（
注
１
、
注
２
）
。

注
１

こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
お
い
て
は
、
日
本
国
内
に
お
け
る
電
信
サ
ー
ビ
ス
、
公
営
競
技
等
に
係
る

サ
ー
ビ
ス
、
た
ば
こ
の
製
造
、
日
本
銀
行
券
の
製
造
並
び
に
貨
幣
の
製
造
及
び
販
売
は
、
指
定
さ
れ
た
企
業

又
は
政
府
機
関
に
の
み
認
め
ら
れ
て
い
る
。

注
２

こ
の
留
保
事
項
の
適
用
上
、
「
郵
便
サ
ー
ビ
ス
」
と
は
、
郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五

号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
他
人
の
信
書
の
送
達
及
び
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
に
規
定
す
る
信
書
便
の
役
務
（
た
だ
し
、
同
法
に
規
定
す
る
特
定
信

書
便
役
務
を
含
ま
な
い
。
）
を
い
う
。
「
郵
便
サ
ー
ビ
ス
」
の
定
義
に
含
ま
れ
な
い
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
は
、

小
包
、
包
装
物
、
物
品
、
ダ
イ
レ
ク
ト
・
メ
ー
ル
及
び
定
期
刊
行
物
の
送
達
が
挙
げ
ら
れ
る
。

現
行
の
措
置

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
五
条

郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
二
条

民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）

競
馬
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
一
条

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
二
条

自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
一
条

小
型
自
動
車
競
走
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
八
号
）
第
三
条

当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
条

通
貨
の
単
位
及
び
貨
幣
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
十
条

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
三
条
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三

分
野

全
て
の
分
野
（
認
識
さ
れ
て
い
な
い
か
又
は
技
術
的
に
提
供
可
能
で
な
い
サ
ー
ビ
ス
）

小
分
野

産
業
分
類

関
連
す
る
義

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
十
・
五
条
）

務概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

日
本
国
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
の
状
況
の
下
で
日
本
国
政
府
が
認
識
し
て
い
た
か
、
又
は
認
識
し
得
た

サ
ー
ビ
ス
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
又
は
Ｃ
Ｐ
Ｃ
に
お
い
て
明
示
的
か
つ
具
体
的
な
記
述
に
よ
り
分
類
さ
れ

て
い
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
そ
の
時
点
で
日
本
国
政
府
が
認
識
し
得
た
も
の
と
す
る
。

日
本
国
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
は
技
術
的
に
提
供
可
能
で
な
か
っ
た
あ
ら
ゆ
る
態
様
で
の
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

現
行
の
措
置

四

分
野

航
空
宇
宙
産
業

小
分
野

宇
宙
開
発
産
業

産
業
分
類

関
連
す
る
義

内
国
民
待
遇
（
第
九
・
四
条
及
び
第
十
・
三
条
）

務

特
定
措
置
の
履
行
要
求
（
第
九
・
十
条
）
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経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
九
・
十
一
条
）

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
十
・
五
条
）

現
地
に
お
け
る
拠
点
（
第
十
・
六
条
）

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
及
び
投
資

日
本
国
は
、
宇
宙
開
発
産
業
へ
の
投
資
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

日
本
国
は
、
次
の
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
宇
宙
開
発
産
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は

維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

開
発
、
製
造
又
は
使
用
に
関
す
る
技
術
を
輸
入
す
る
た
め
の
技
術
導
入
契
約
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス

(a)

報
酬
を
受
け
て
、
又
は
契
約
に
基
づ
い
て
行
う
製
造
に
係
る
サ
ー
ビ
ス

(b)

修
理
及
び
保
守
の
サ
ー
ビ
ス

(c)

宇
宙
輸
送
サ
ー
ビ
ス

(d)

現
行
の
措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
及
び
第
三
十
条

五

分
野

武
器
・
火
薬
産
業

小
分
野

武
器
産
業

火
薬
類
製
造
業

産
業
分
類

関
連
す
る
義

内
国
民
待
遇
（
第
九
・
四
条
及
び
第
十
・
三
条
）

務

特
定
措
置
の
履
行
要
求
（
第
九
・
十
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
九
・
十
一
条
）
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市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
十
・
五
条
）

現
地
に
お
け
る
拠
点
（
第
十
・
六
条
）

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
及
び
投
資

日
本
国
は
、
武
器
産
業
及
び
火
薬
類
製
造
業
へ
の
投
資
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保

す
る
。

日
本
国
は
、
次
の
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
武
器
産
業
及
び
火
薬
類
製
造
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を

採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

開
発
、
製
造
又
は
使
用
に
関
す
る
技
術
を
輸
入
す
る
た
め
の
技
術
導
入
契
約
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス

(a)

報
酬
を
受
け
て
、
又
は
契
約
に
基
づ
い
て
行
う
製
造
に
係
る
サ
ー
ビ
ス

(b)

修
理
及
び
保
守
の
サ
ー
ビ
ス

(c)

現
行
の
措
置

武
器
等
製
造
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
五
条

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
及
び
第
三
十
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条
及
び
第
五
条

六

分
野

情
報
通
信
業

小
分
野

放
送
業

産
業
分
類

関
連
す
る
義

内
国
民
待
遇
（
第
九
・
四
条
及
び
第
十
・
三
条
）

務

特
定
措
置
の
履
行
要
求
（
第
九
・
十
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
九
・
十
一
条
）
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市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
十
・
五
条
）

現
地
に
お
け
る
拠
点
（
第
十
・
六
条
）

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
及
び
投
資

日
本
国
は
、
放
送
業
へ
の
投
資
又
は
放
送
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す

る
権
利
を
留
保
す
る
。

こ
の
留
保
事
項
の
適
用
上
、
「
放
送
」
と
は
、
公
衆
に
よ
っ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信

の
送
信
を
い
い
（
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
一
号
）
、
オ
ン
デ
マ
ン
ド
・
サ
ー
ビ

ス
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
提
供
さ
れ
る
そ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）
を
含
ま
な
い
。

現
行
の
措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
章

放
送
法
第
二
章
及
び
第
五
章
か
ら
第
八
章
ま
で

七

分
野

教
育
、
学
習
支
援
業

小
分
野

初
等
及
び
中
等
教
育
サ
ー
ビ
ス

産
業
分
類

関
連
す
る
義

内
国
民
待
遇
（
第
九
・
四
条
及
び
第
十
・
三
条
）

務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
十
・
五
条
）

現
地
に
お
け
る
拠
点
（
第
十
・
六
条
）

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
及
び
投
資
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日
本
国
は
、
初
等
及
び
中
等
教
育
サ
ー
ビ
ス
へ
の
投
資
又
は
初
等
及
び
中
等
教
育
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措

置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

現
行
の
措
置

教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
六
条

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十

七
号
）

八

分
野

エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業

小
分
野

電
気
業

ガ
ス
業

原
子
力
産
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
五
一
九
＊

そ
の
他
の
金
属
鉱
業

1

（
注
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
三
九
一

核
燃
料
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
八
一
＊

電
子
デ
バ
イ
ス
製
造
業

2

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
八
二
＊

電
子
部
品
製
造
業

2

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
八
九
＊

そ
の
他
の
電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子
回
路
製
造
業

2

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
九
一
＊

発
電
用
・
送
電
用
・
配
電
用
電
気
機
械
器
具
製
造
業

2

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
九
二
＊

産
業
用
電
気
機
械
器
具
製
造
業

2

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
九
五
二
＊

一
次
電
池
（
乾
電
池
、
湿
電
池
）
製
造
業

2
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Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
九
六
＊

電
子
応
用
装
置
製
造
業

2

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
九
七
＊

電
気
計
測
器
製
造
業

2

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
九
九
＊

そ
の
他
の
電
気
機
械
器
具
製
造
業

2

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
〇
＊

情
報
通
信
機
械
器
具
製
造
業

2

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
一
三
＊

船
舶
製
造
・
修
理
業
、
舶
用
機
関
製
造
業

2

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
一
五
九
＊

そ
の
他
の
産
業
用
運
搬
車
両
・
同
部
分
品
・
附
属
品
製
造
業

2

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
一
九
九
＊

他
に
分
類
さ
れ
な
い
輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業

2

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
三

電
気
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
四

ガ
ス
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
八
九
九
＊

他
に
分
類
さ
れ
な
い
廃
棄
物
処
理
業

2

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

九
〇
一
一
＊

一
般
機
械
修
理
業
（
建
設
・
鉱
山
機
械
を
除
く
）

2

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

九
〇
二
＊

電
気
機
械
器
具
修
理
業

2

注

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
の
番
号
に
付
さ
れ
た
＊

は
、
当
該
番
号
の
下
で
の
活
動
の
う
ち
、
こ
の
留
保
事
項
の
対
象
と
な
る

1

活
動
が
核
物
質
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
の
番
号
に
付
さ
れ
た
＊

は
、
当
該
番
号
の
下
で
の
活
動
の
う
ち
、
こ
の
留
保
事
項
の
対
象
と
な
る

2

活
動
が
原
子
力
産
業
に
関
連
す
る
活
動
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

関
連
す
る
義

内
国
民
待
遇
（
第
九
・
四
条
及
び
第
十
・
三
条
）

務

特
定
措
置
の
履
行
要
求
（
第
九
・
十
条
）
（
注
）

注

第
九
・
十
条
（
特
定
措
置
の
履
行
要
求
）
に
基
づ
く
義
務
に
関
し
、
こ
の
留
保
事
項
は
、
貿
易
に
関
連
す
る
投

資
措
置
に
関
す
る
協
定
に
基
づ
く
義
務
に
反
し
な
い
措
置
に
つ
い
て
の
み
適
用
す
る
。



二
八
八
一

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
九
・
十
一
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
十
・
四
条
）

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
十
・
五
条
）

現
地
に
お
け
る
拠
点
（
第
十
・
六
条
）

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
及
び
投
資

日
本
国
は
、
小
分
野
に
掲
げ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
へ
の
投
資
又
は
当
該
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

現
行
の
措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
及
び
第
三
十
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条
及
び
第
五
条

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
五
条

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
五
条

特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
五
章

九

分
野

漁
業
及
び
漁
業
に
付
随
す
る
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

領
海
、
内
水
、
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
お
け
る
漁
業

産
業
分
類

関
連
す
る
義

内
国
民
待
遇
（
第
九
・
四
条
及
び
第
十
・
三
条
）

務

最
恵
国
待
遇
（
第
九
・
五
条
及
び
第
十
・
四
条
）

特
定
措
置
の
履
行
要
求
（
第
九
・
十
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
九
・
十
一
条
）



二
八
八
二

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
十
・
五
条
）

現
地
に
お
け
る
拠
点
（
第
十
・
六
条
）

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
及
び
投
資

日
本
国
は
、
領
海
、
内
水
、
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
お
け
る
漁
業
へ
の
投
資
又
は
こ
れ
ら
の
漁
業
に
係

る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

こ
の
留
保
事
項
の
適
用
上
、
「
漁
業
」
と
は
、
水
産
資
源
の
採
取
及
び
養
殖
の
事
業
を
い
い
、
漁
業
に
関
連
す
る

次
の
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。

水
産
資
源
の
採
取
を
伴
わ
な
い
調
査

(a)

集
魚

(b)

漁
獲
物
の
保
蔵
及
び
加
工

(c)

漁
獲
物
及
び
そ
の
製
品
の
輸
送

(d)

漁
業
に
使
用
さ
れ
る
他
の
船
舶
へ
の
補
給

(e)

現
行
の
措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
六
十
号
）
第
三
条
、
第
四
条
及
び
第
六
条

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
漁
業
等
に
関
す
る
主
権
的
権
利
の
行
使
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
六

号
）
第
四
条
、
第
五
条
、
第
七
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
四
条

十

分
野

土
地
取
引
に
関
す
る
事
項

小
分
野



二
八
八
三

産
業
分
類

関
連
す
る
義

内
国
民
待
遇
（
第
九
・
四
条
及
び
第
十
・
三
条
）

務

最
恵
国
待
遇
（
第
九
・
五
条
及
び
第
十
・
四
条
）

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
及
び
投
資

政
令
に
よ
り
日
本
国
に
お
け
る
外
国
人
又
は
外
国
の
法
人
に
よ
る
土
地
の
取
得
又
は
賃
貸
借
を
禁
止
し
、
又
は
制

限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
日
本
国
の
国
民
又
は
法
人
が
、
そ
の
外
国
に
お
い
て
、
同
一
又
は
類
似
の
禁
止

又
は
制
限
を
課
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。

現
行
の
措
置

外
国
人
土
地
法
（
大
正
十
四
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
一
条

十
一

分
野

法
の
執
行
及
び
矯
正
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
並
び
に
社
会
事
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

関
連
す
る
義

内
国
民
待
遇
（
第
九
・
四
条
及
び
第
十
・
三
条
）

務

最
恵
国
待
遇
（
第
九
・
五
条
及
び
第
十
・
四
条
）

特
定
措
置
の
履
行
要
求
（
第
九
・
十
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
九
・
十
一
条
）

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
十
・
五
条
）

現
地
に
お
け
る
拠
点
（
第
十
・
六
条
）

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
及
び
投
資

日
本
国
は
、
法
の
執
行
及
び
矯
正
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
へ
の
投
資
又
は
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提



二
八
八
四

供
に
関
す
る
措
置
並
び
に
公
共
の
目
的
の
た
め
に
創
設
さ
れ
、
若
し
く
は
維
持
さ
れ
る
社
会
事
業
サ
ー
ビ
ス
（
所
得

に
関
す
る
保
障
又
は
保
険
、
社
会
保
障
又
は
社
会
保
険
、
社
会
福
祉
、
公
衆
の
た
め
の
訓
練
、
保
健
、
保
育
及
び
公

営
住
宅
）
へ
の
投
資
又
は
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す

る
権
利
を
留
保
す
る
。

現
行
の
措
置

十
二

分
野

警
備
業

小
分
野

産
業
分
類

関
連
す
る
義

内
国
民
待
遇
（
第
十
・
三
条
）

務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
十
・
五
条
）

現
地
に
お
け
る
拠
点
（
第
十
・
六
条
）

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

日
本
国
は
、
警
備
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

現
行
の
措
置

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
四
条
及
び
第
五
条

十
三

分
野

運
輸
業

小
分
野

航
空
運
輸
業

産
業
分
類

関
連
す
る
義

内
国
民
待
遇
（
第
九
・
四
条
）



二
八
八
五

務

特
定
措
置
の
履
行
要
求
（
第
九
・
十
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
九
・
十
一
条
）

概
要

投
資日

本
国
は
、
空
港
及
び
第
十
・
一
条
（
定
義
）
に
規
定
す
る
空
港
運
営
サ
ー
ビ
ス
へ
の
投
資
に
関
す
る
措
置
を
採

用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

現
行
の
措
置

十
四

分
野

全
て
の
分
野

小
分
野

産
業
分
類

関
連
す
る
義

最
恵
国
待
遇
（
第
九
・
五
条
及
び
第
十
・
四
条
）

務概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
及
び
投
資

１

日
本
国
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
お
い
て
効
力
を
有
し
、
又
は
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
の
前
に

署
名
さ
れ
た
全
て
の
二
国
間
又
は
多
数
国
間
の
協
定
に
基
づ
き
各
国
に
対
し
異
な
る
待
遇
を
与
え
る
措
置
を
採
用

し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

２

日
本
国
は
、
１
に
規
定
す
る
協
定
以
外
の
二
国
間
又
は
多
数
国
間
の
協
定
に
基
づ
き
各
国
に
対
し
異
な
る
待
遇

を
与
え
る
措
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
事
項
に
関
係
す
る
も
の
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保

す
る
。航

空

(a)



二
八
八
六

漁
業

(b)

海
事
（
海
難
救
助
を
含
む
。
）

(c)

現
行
の
措
置

（
こ
の
附
属
書
中
他
の
締
約
国
の
表
は
省
略
）


